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学事報 告

学位授与者氏名及び論文題lｌ
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第669号（１）ｉｊｉ和幸Ⅱ1]淵''1期の嵩illi政簸「｢i(|{iliiilM

萱委員会」と_Izlll万年

第670号佐渡真紀子幼児のテレビ・アニメーショ

ン視聴とその効果

第671号七尾由紀子山村における民俗の変容一

岩手県宮古市長沢111月地区の

場合一

第672号新井範子消費者行動における状況痩因

の作用一セールス・プロモ

ーションの新しい腱ｌＷ１－

第673号小椋美穂’'1中論再考一北部沖縄にお

ける「門中」理念についての

~考察一

第674号［藤浩コミュニケーション的行為論

の射程一ハーペーマスと

「ノミぎな物荊」の終馬一

節675号商Wiilll加漁村における社会結合の指標

としての氏神一岩手県宮古

市唖茂半肪北区地域の場介一

第676号武谷直ゴミ問題に対する生態而勒分

析的アプローチ－野球場の

ゴミ捨て行動に対する介入一

策677)]・クト)Ⅱ昌彦カルカッタのドウルガ・プジ

ヤ

第6781）原ｌＩｊ啓志「野球の腰|M1と現状一現代ス

ポーツ批判を中心として」

第679号I11IlI里美普及研究の発展と課題

第680号｜Ⅱ内和了情報環境の延長・拡大と人間

認識の進化(深化）－認識論

の新しい腰１１Mのために－

第681号111岸美穂音風景と日常生活一時代の

〈様相〉という視点から－

鰍682ｹ｣・TlflⅡま孔太宰文学のi細Ｉ］－１１二会ｵ:よ

び人間の理解を'''心に－

第683号李如来日本的経営の特質について

－学説と批判一

文学修士（心理学専攻のもの）

鯛684〃大森貴秀発達障晋を持つ人々のit会的

統合に関する研究

教育学修士（教育学専攻のもの）

鮒685》j～須藤毅作動(氾憾と災語の沈解

第686叶原健教育権の制度的保障としての

教育委しＷｉ公選制の有効性に

ついての一考察

第687リ阿部、1Ｖ「ゾヤン･セイ数育改革とその

瑚念一統一学校通勤に関す

る教育行政史ilﾘ考察一

筋688トノ倉八順子外国語教育における意欲面の

考察

第689リ坂倉裕治ルソーの公民形成論

博士（平成２年度）

社会学博士 〔論文審査担当者〕

１孟査）|｜合降り）（慶臓鑓Wl,大学法学部救授

法学研究科委員

社会学研究朴委【ｉ

社会学Ｗ士）

勲ＩＰ第1048号金

戦後日本における労使関係の制度化過程

一労働組合機能論的視角からの接近一



の典劇的な事例である。

読売争議を皮切りに「生産管理」闘争は経営民主化を

実現するための最も有効な争議手段として一般化し，そ

のiljllUr化された表現形態としての「経営協議会」は，実

質的な団体交渉の場として，狭義の労働条件を越えて人

事・労務管理や財務管理にいたるまで経営全般にわたっ

てその機能を及ぼしていに。また，労Ilijlli的賃金体系の

範lIUとして受け入れられた「電産型賃金体系」には，「賃

金総額」の決定において，組合機能の達成目標を労働者

階＃1の徹底した生活保障におき企業間競争に拘わりな

く，付加Illli値のうち，一定の賃金を前提とし利潤をそ

れに従凪させ位置づける一方，「賃金配分」においては，

協約による客観的基淋の設定によって，査定や人事考課

を通じての経営の盗意的な賃金差別や労働者間競争の誘

発を排除しようとする企業外在的な志向性がはっきりと

現れていた。

だがこうした労''’'1組台機能の企業外在的かつ蚕食的

志向性は，東西冷戦の激化を背景とした，「助長」から

｢抑制」ヘのＧＨＱの労働政策の基調変化にともない，

大きなiljll約を受けざるをえなかった。政令201号体制の

実現による団交権・争談権の剥奪を軸とした官公労働者

の労MMI潅木権の制限は，戦後日本における最もドラステ

ィックな労使|月係の権力的再編であったといえる。これ

によって日本の労使関係は，適用法規別に官公と民間へ

と大きく分断されることとなった。また政策ロ標を経済

民主化による“非軍41化”から“経済復興”へと転換し

たＧＨＱは，ドッジ・ラインのもとで，生産性を基準と

したIMI別企業ごとの支払能力の範囲内での団体交渉の制

限とその阻害要因たるアクティブ・トラブル・メーカー

の除去を積極的に試みた。占領政策の転換を背景に，経

営Ｉ１ｌｌは，１１経連をI軸として，経営権確立述勅を強力に展

開した。その焦点は，組合攻勢期に労働組合が獲得し既

得椎として定着させてきた組織および活動慣行を解体さ

せるとともに，事実上の団体交渉の場となって「正当な

経↑:(権の行使」に制約を加えてきた「経営協議会」の機

能を分解させることにあった。労働組合の組織・活動慣

行を制限し，かつ狭義の労働条件以外の諸問題を団体交

渉事項から分離しようとする組営権確立のｌ１Ｉｉ想は労働

組合法の改定によってその現実化の基礎が与えられた。

ｌｽ｣のような場の誘発条件の変化は，単なる運動の鐘

的な低蕗のみならず，迎肋そのものの質的な変化を促す

ものであった。それは労働組合の行為志向性における企

業外在的組合主義から企業内在的組合主義への転回であ

り，産別単一組織の結成以来，戦後日本の労働運動を牽

副査松村高夫（慶腫義塾大学経済学部教授

経済学ｲﾘﾄ究科委貝

社会学研究科委貝

社会学ﾄﾘ士
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経済学博士）
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経済学博士

内容の要旨

本,論の課題は，’仙後Ｆ１ノドにおける労使関係の制腫化過

程を，今日に至るまで一貫して労Ｉｍｌｌ組合の支配的な組織

形態としての位憤を占めてきた企業別組合を軸として，

その機能のあり）jに照準を合わせて検討してみることに

ある。本論は大きく３章で構成されている。

第１章の「戦後１１本労使関係の)|'成と労llill巡勅」で

は，戦後日本における労使関係のilill腫的枠組の細成過WIl

を主要労働争議に表出された労働組合機能のあり方に隣

点をおいて検討した。労働組合機能論的視角からぶれ

ば，戦後日本における労使関係の制度化過程は，企業外

在的・蚕食的組合主義を追求する労I伽組合と，これを企

業内在的・取引的組合主義の方向へと誘導しようとする

経営側との絶え主ない角逐の産物として捉えうるであろ

う。

戦後初期における労働組合の急激な組織化と巡動の商

揚をもたらした場の誘発条件としては．戦後l｣本の非軍

事化．民主化を基調としたＧＨＱの初期対日占領政策，

その一環としての労働運動助長政策の意義を看過できな

い。労働基本権の保障をはじめ，ＧＩｌＱが労働運動のMi

lk化をWi極的に助｣途した背後には，経済民主化→所「<lLの

均衡化・経済機会の平等化→国内市場の拡大と民主主義

の担い手の創|｣|→日本の非礪事化という政策意図のililM

牌造が存在していたのである。

ＧＨＱの労働巡鋤助長政策に支えられ急激に組織化さ

れたＨ本の労IliIjMl合は，組織形態｣:，そのほとんどが

｢会社組合」と変わらない，正規従莱貝の全t1-hIi加入

による企業別組合であった。だが．災際の運動過程の動

態に照らしてその機能のあり方を点検してみれば，戦後

初期の組合攻勢期における企業別組合は著しく企業外在

的・蚕食的行為志向性を有していたといえる。「4上産１１

理」闘争が争議戦術として初めて腰'1Mされた読売新聞第

一次争議（1945年１０－１２月)，そして「電産型賃金体

系」の協定化をふた電産争議（1946年９－１２月）はそ



引してきた電産の分裂・解体過程には，そうした遡動の

質的変化が典】M的に示されている。だがこうした､､動

の質的変化は，労使関係の企業別縦断化をはかりつつ経

営権に対する組合機能の介入を排除しようとする維幟側

と，統一労働協約の締結により産別レベルでの組合機能

の強化をはかりつつ生産点における組合機能の空洞化を

「llIjl場闘争」によって克服しようとする労lililwll合とのilM〔

しい対立．衝突のうちに次第に定着していったのであ

る。

我々は，’１，厳１９５２年争議，Ⅱ産争議，（flMlモデ''の

形成と1957.59年の鉄鋼争議，そして三井三池争識を

とりあげ，それぞれの運動局面における;'１合機能のあり

方の変化とそれが労使関係の制度的枠組のなかにどのよ

うに具体化されていったかを検討して糸に。誹細は本文

に銀ろが，，'産争議はいわゆる「相互信頼的」労使関係

のｌｌｌｉ築への転機となったという点で，鉄鋼争議は鉄鋼の

「一発回答」を核とした民間主導の春闘路線の形成を決

定づける契機となったという点で，そして三池争議は民

間部門においての職場に労働者的秩序の形成を追求する

蚕食的組合主旋の最終的挫折をもたらしたという点で，

戦後日本の労使関係の制度化過程においてそれぞれＩＦ要

な葱菰をもつといえる。

第２章の「高度成艮'１１鉄鋼大手における能ﾉ〕主我的櫛

理体iljllの綿成と労働組合」では，鉄鋼大手に範例を求め

て、，測度成長lU1の民Ⅱ１１(腿造大企瀧におけるＩ'助主義的競

争秩序を中核とした権威的統合の実態を,そうした秩序

の円滑な作動を保障する諸装置の編成過程を'''心に検討

した。

作業長制度は１９５８年にラインス・スタッフ制庇と一

緒に八幡製鉄所戸畑製造所に初めて導入された。ライン

とスタッフの機能分化(計画と執行の分離)により，鉄鋼

大手は，大型化・連続化・自動化しつつあった生産設備

に対応する専門的で総合的な管理体制の確立が可能とな

った｡また，作業長制度は，技術革新の進展により「年

功的熟練」が解体しlLl動装置・機械の監視的労働が主

流となるにつれ，「年功的熟練」の体現者として技能序

列の頂点にいた現場職制層の権威の基盤が崩れ，彼らを

媒介とした間接的な労働力統輔が困難となったことに対

処し，経営側がみずからのリーダーシップのもとで職場

秩序の再編強化をはかったものであった．

作業長には現場第一線の監督者として作雌管理および

労務管理上の大幅な権限が賦与されるとともに，定期給

与,賞与，昇給,退職手当などの待遇面に１ｓいても，「技

術職社員」（＝ホワイト・カラー）と同格の待遇が与え

られ，経営サイドへの直接的な帰属の制度化がはかられ

た。組合機能の関連で注目されるのは，作業長制度の導

入により，激しし､合理化のもとで，作業員層に堆職，沈

澱しているさまざまな苦情，nM題が’細合ルートではｉｆに

く・職制ルートを通じて，より的確により敏速に解決で

きる体制が継築されることとなったことである。

作業長iljll度にひきつづき，１９６０年代にはいって，’１１〈

鋼大手に特しては，職務給制度が相次いで導入された。

それは，ｉｉｉ,線の解体が進展しつつあるなかで，生産現jjMi

に大hil:に逆'1)してきた若年労IlIill者の既存の年功１１<j貸金Ⅲ[1

分に対する不満が高まってきたことを背景に,作雛長iWl

lqiによる職場管1111機櫛の再編を「物質的」仁補iiiするた

めに実施されたものである。すなわち，職務給の導入

（年功賃金の職務給化）にあたっての経営側の意図は，

職lWiを職紡へと細分化し，それぞれの職務lI11i値を相対的

に序列づけ，職務等級別に異なる賃率を投定することに

よって，liL進統制を強化しようとするところにあったの

である。

だが，職務給制度のもとでは，職務別定員と人事考課

によって職務昇進が大幅に制限され，とくに役付でぱい

,'１周年労働者の賃金の頭打ちが顕著になること，また急

激な技術輔新の進行と要員合理化のもとで，職務の内容

が絶えず拡ノミされ，いわゆる「多能l北」が進んでいる

にもかかわらず，）卜給頭打ちにより．支'１１労働に対する

反対給付のつりあいがとれなくなってきたことなど，年

功賃金の職務給化にともなう不適応現象が夷面化するに

つれ，鉄鋼大手経営0111は，職務給制度による昇進統制に

一定の膠Iliを加えざるをえなくなった｡その修正砿とし

て登場したのがまさに１９６０年代後半に鉄鋼大手各社に

''1次いで実施された職能資格術1度である。

職能資格制度のもとでは，「職務」ではなく，労働者

の「職務遂行能力」が評価の対象とされ，「能力」はあ

るにもかかわらず「相応の役職(職務)につけない者」で

も，会社業務に「精励俗勤」し，高い「貢献度」さえ認

められれば昇進しうることとなった。だが，技能水準の

平瀧化が進んでいる状態のもとでの「職務遂行能力」の

`秤価は，“訓|練や経験によってさらにＩＭＩ発すべき潜在的

な）j，，の１W、とならざるをえず，こうした場合，能力査

定はしばしば「人間的価値」そのものの査定を意味し，

労働者は．企業社会における「関係の永続性」を前提と

し，全人幡的に界進競争に巻き込まれざるをえなくな

る。こうした「本工」の内部昇進をめぐる能力主擁的競

争秩序を支える労|剛ﾌﾞ〕編成上の“安定縫岡”として「i(|：

ﾀﾄｴ」制度が存在する。社外工制度は，高度成長l’)を通



IJI6%しのjllijll:な'''１０分を賃しげやⅡ|i:'１１１]jilIMWiを通［て実1Mする

一方，合蝿化にともなう犠牲のしわよせを最小限にくい

lこめるべく，IlJiiii協議の実を１４<して継営の緒施策を丹

念にチェックしていこうとするものであった。こうした

合理化の成果還元を重視する迦動路線は，１１.li1唾成長期を

通じて，労働をとんなる賃金取得の機会として認めよう

としない手段主災的労I1H1l志向への労I1IiI行意識の趨勢的基

ＴｌＡＩと１１１まって，IiW;実に定着していった。１９７１年１０）]，

新l1jl1にw(人さｌ１に「鰹貝fTBl1化成》1週)C総」制1坐は，

そうした鉄鋼労Ⅱ》運動の取引的組合主我への純化を最も

IⅡl暗に示しているものであるといえよう。「蝿員合理化

成果還元給」とは，能率増進を促進するために，要員合

理化によって生じた労務費の節約部分の一部を労働旨に

還元するiljIl度として，賃金体系のなかに糺腿込まれてお

り，組fr0111にとっては，要員合理化によると「犠牲の補

填」を求める手段となっている。そしてそれは企業にと

っては，労IIiil細介機能のあり方を取引(山組合主筏へと誘

引し安定的で脇１Ｍ的な労使関係を確保するための代償措

脱でもあるのである。

１巧度成腱１０１はもちろん低成長ｌＩｊｊ以後における日本鉄鋼

業の高蓄Wiや強ｌｊｌＪな対外競争力の維持は，以上で述べて

きたような，企業経営の基底＝生産点における能力主義

的蝋争秩ｌｉＡの機築や労働組合機能のありﾉjに取引的組合

三脚上へのiMI化という社会的条件を媒介としなくては実現

不可能であったというべきであろう。

第３京の「低成及期における雁用1ilIillIIlEをめぐる労使関

係」ては，iiilll危機以降の-ツロ・レベルでの雇用調整

の現象)|/態に[ﾉWhiする，日本の民間人企業労使の行動特

性と催111保障にI卿わる企集別組合の機能のあり方につい

て検討してみた。

ｉｌｎに強,t１Ｍしておくべきことは，大企推を11,心としﾅﾆ

)n11llljli縦のメカニズムには終JjlrWfIl]体Iljllの堅持という立

場からの「企蝋による雁用保障の論理」と「リスクの下

ﾉﾉ転化のiWIilllUが強く作用しているということである。

すなわち，TEIjJ従業員牌を対象としたｲﾐ格的な雇用調整

が|)１１始されるのは，通常の場合，臨時工・季節工．パー

トタイマー等の｣'二常用労働者の解雇や採用停止および社

外]契約の''１止や関連下請企業への外注削減などの腫用

JM1IRE手段が取られてからである。また，jEljU従業員|圏を

対象とした雁)ⅡIJlil盤の｣!↓1,台においても，希望退職や指名

解雁などの外811,J剛整行動は極力lul避され，従災員総数を

維持したまま総労働給付のみを減らす残業MJilj'|，新規採

用の中止や削減，欠員不補充による自然減耗などの調整

手段を伴いながら，主として，配置転換や応援．出向な

じてⅢ鉄鋼人手のLli産ラインの中Ⅱ<部にまで進ＩｌＩＬ，踊

気調節弁的機能はもちろん低賃金労働力の恒常的供給機

能を果たしてきたのである。

鉄鋼人手各社は，職能資格制度の実施とIUIii後して，

「目標管理」「ＺＤ通勤」「ＱＣサークル」など，いわゆ幻

「自主管理活動」と総称されるところの小鵬Lll沽動を生

産現場に本格的に取り入れ始めた。鉄鋼業の「１１７１:管]Ｍ１

活動」は，労MlIlfの能ﾉ]と愈欲を生産油動の効辮(化へ向

けて「１３主的」に鋤t｣しようとする，特異な性ｉｆをもっ

た生産・労務管理の一形態であるといえる。すなわち，

それは｢労働の単純化｣の進展が,拡大没ＩＭＩ投資の過樫で

生産現場に大殿に投入された高卒若年労働力の「知的欲

求」との乖離を深化させ，働きがいの喪失，モラールの

低下をもたらすようになったことに対して，労働のあI）

方に関する故101:椎を部分的に労働者に委iijI1L，手段主義

的労llill志向や企業Ｉi)鵬意識の希薄化による企業離以を予

防拘禁するとともに，経営目的に統合された形での生き

がいのlIjl榎をはかろうとする性格の労務1fIIl1施策として

勧奨されたものである。

鉄鋼大手各社は，１９７０年４月から１０１１にかげて一斉

に従来の３組３交替制から４組３交替制へと交替制労働

システムの変更を行った。交替制労|伽システムの変更に

ともなう労働時間の短縮は，労働強度の不変をIiij提とす

れば，）'1然ながら労MiI者ｌ人当たり労I1lllI支ｌｌＩｈ１の減少

をもたらす。仮に生産量が不変であれば，この1人当た

り労働支出1,1』の減少は要員噸で補充されなければならな

い。かかる愛Ll増は，賃金水準が不変であれば，維営側

にとっては，ただちに，労務費ユニベトのllVi人をもたら

す。それだけに，経営側は，交替制労働システムの変災

に当たって，労働時'１１１腎班の強化と喫員合lll1化とを徹底

的に追求し，また尖現した。日本の鉄鋼大手は，1955年
の'二'１点生産l1MNMiIlによる鉄鋼生産性視察IJIのアメ')力１１１（

遺以来，他の漉界に先駆けて．要員査定による労働力配

|周の最適化と無駄な１１１１:|制の排除を|I的にｌＩｊ活動を積極

的に進めてきに。交替制労働システムの変更にともなう

嘆員合理化はこうしたＩＥｉ１Ｉｉ動の成果をリリJjlbL上形で
なされたのである。

高度成長１W]を通じて，鉄鋼労働遡釛にとって｝ｊＡ１ｌｌｉの課

題は，打ち続く合FM化にどう対処していくべきかという

問題であったといえる。この合理化''１１題に対する対処の

仕方において，1957.59年の二度にわたるlと101ストでの

敗北を契機にⅢ運動〃針上の基調変化がもたらされた。

それは，設備合理化を“源泉の増大.，のために必然的な

ものとしてiij向きに受け止めるという立場から，合理化



ど，同一企業内あるいは系列企業嶋団内部での労働力の

移動や再配置による過剰労働力の調整が行われる。この

ような大企業を中心とした雇用綱整のメカニズムは正規

従業員層の終身扇)|]体#'１を前提とした「協調的」労使関

係をできるだけ崩さないようにする労使双方の政策行動

の反映であり，またそこにはく企業安定>→<生活(水準）

保障>→<中間層意識＞（＝｢平凡といわれて１Ｍｔ間並糸の

幸福」追求）という術環的意'床連鎖をもつ大企業労働者

の意識構造が深く投影されているといえる。

次に，企業別組合の雇用保障機能のあり方についてみ

よう。すでに，以上のような雇用調整のメカニズムから

も明らかなように，雇用保障においても，企業別組合の

もつ企業内在的組合主義の性向は否定しえない。臨時

工・季節工.，ミートタイマーの整理および下請け・外注

カットそのものを正規従業員の木工組合が企業内雇用保

障闘争一政府に雇用保障や失業補償の改善を求める政

策・制度改善要求としてではなく－として展開するこ

とは極めてむずかしいといわねばならない。だが，組合

員である正規従業員の属)Ⅱ保障に糖いても，企業別組合

の雇用保障機能には限界がないわけではない。希望退職

や指名解雇など，大企業労使|Ｈ１係を秩序づける基本的価

値規範（＝終身雇用）に抵触する雇用調盤行動に対して

は，企業別組合は極度に神経質的な反応を示すけれど

も，経営側の盗意的な能力と脊定による労働者の選別と

棄民化の防止という観点からの解雇の基準そのものに対

する規制はほとんど行われていない。総費用にしめる労

務費比率の低減や生庶性向上を意図して日常的に生じる

要員合理化の圧力に対しても，企業別組合はそれに対す

る阻止的機能を果たしているというよりは，合理化実施

後の紛争の発生を未然に防ぎ，合理化を円滑に進めるた

めに機能している側面が強い。一般に，日本の労働組合

には，労働者間競争の排除という原則から労働のあり方

や労働過程における仲間相互間の関係のあり方を自らの

自律的規制のもとに掌握しようとする志向性が非常に弱

いばかりでなく，運動路線においても，合理化による経

営体質の改善→企業発展→成果還元→組合員の生活向上

という形で，実質的に合理化を容認する姿勢をとってい

るのが実状である。組合員の場合においても，要員不足

や休日・休暇に対する不満および労災・職業病の危険性

など，技術革新による生産過程の合理化に関わる不満を

実際に強く覚えながらも，技術革新それ自体に対して

は，濃淡の差はあれ，概ね「成果配分」的観点（＝技術

革新→高生産体→高利潤→雇用・労働条件の向上）から

順応的態度を示している。

以上のような労働組合機能や労働者意識のあり方は，

裏返していえば，１１本の労働運動史あるいは労働史にお

いて，企業社会に外在的な独１４１の労働者文化の形成が著

しく未熟であることを意味するが，それを深く追究する

ことは本論の課題を遙かに超えた作業であるゆえ，他日

を期すしかない。

論文審査の要旨

（１）本論文の柵成

金勲君による学位請求論文「戦後日本における労使関

係の制度化過程一労働組合機能論的視角からの接近一』

の論文構成は以下の通りである。

序章問題関心の所在

分析視角

構成

第１章戦後日本労使関係の形成と労働運動（1945-

1960)－企業内在的・取引的組合主義の定着プ

ロセス

はじめに

第１節場の誘発条件１：ＧＨＱの初期占領政策

第２節労IlEll組合の組織と運動

第３節場の誘発条件２：IlTiIi政策の転換と経営権

確立運n1j

第４節労働組合迎勤の展開

なすび

第２章高度成長期鉄鋼大手における能力主義的管理

体制のmil成と労働組合

はじめに

第１節職場管１１{1機朧の再編

第２節能力主義的競争秩序の形成

第３節「自主管理運動」

第４節労働時間管理と要員合理化

第５節鉄鋼労働運動の展間

むすび

第３章低成長期における雁111調整をめぐる労使関係

はじめに

第１節雁)Wli腱の概況とメカニズム

第２節労llill組合と雁１１]保陣

むすび

結章総拙

論者の金勲君は，以上のような論文構成にも明らかな

ように，戦後日本を時期的には大きく３つの時期に区分

しつつ，戦後日本の労使関係の制度化過程のもとにおけ

る労働組合の果たし得る，そして果たした機能に基本的



ることにある」とする（５頁)。

「分析視角」については労Ilil1組合機能,満の視角から戦

後１１本における労使lﾘＩ係の制度化過程を分析していく際

に採用される論者の分析概念「仏世」が次のように用意

される。労lliI組合機能のあり方，その位相展開を考察し

ていくうえで，一方に，１）「企業外在的組合主義と企業

|ﾉ]在的組介}i炎｣，他ﾉﾌﾞに，２）「蚤食的組合主義と取引

的組合王溌」という概念装置を111意して，労使関係の制

度化過程に|づける労I1Iij組合機能の展|Ⅱ１，そしてその位相

変化を分りTしようとする。

「企業外在的組合:１１義」とは，労働組合が労働条件の

槻峨化や雁)'1機会の』P等化をめぐって企業ごとの格差を

こえて横断的に追求しようとする行為志'6]性をさしてお

り，その逆の場ｲﾃが「企業内在的組合主抵」であるとす

る。

「避食il9ill合王義」は，経営権の蚕食，狭義の労勵条

'1:以外の締ｌｌＩ椚仰の,澗傾域への介入を図ろうとする行為

志向性をいい，対照的に組合機能の及ぶべき領域的範囲

を狭渡の労'１カ条件に限定する，いわば「経営権」に対す

る労MM1昔の放鼠権の伸長を放棄・抑制しようとする行為

志向性を「取引的組合主義」とする。

従来，肱雌社会論的視角から「階級ljH争の制度化」は

「ゲームのljJI1lI」のもとでその労使関係の安定化をもた

らすという命題が_[張されてきたが，「iiii者の労働組合機

ijE1Mii，〕１Ｍ｣１１過程論の立場からすれば，「階級闘争の制度

化」は，労働組合機能の位相によってはそのまま労使関

係の友定化を保障するとは限らないという睦本的な仮説

が導かれることになる。このような論者の分析概念装置

による労働組合機能の位相展|W１，１）と２）との組み合わ

せによる他'１１として，「第１章111k後|｜ｲﾍﾟ労使関係の形

l1Miと労働ｊｌｌｌｌＭノー企業|ﾉl在的・取りＩ的（奨利的）組合主義

への定埼ノ｢'七入｣，「第２章，1．確成｣と１１１１鉄鋼大手にお

ける能力]上災的管1M1体iljIの細成と労Ijill$１１合｣，「鋪３章

低I此健''１における雇用調整をめぐる労使'1M係」の構成に

したがって分析を進めていく。

第１章の「戦後１１順労使関係の形成と労働運動一企業

|）l在的．取引的組合二に義への定着プロセスー」ては，時

!Ul的には，（】ＨＱの初期対ロ,_lliIj政策の下での労I1lil,組合

jIi鋤の急速な組織化と左傾化から，，ITIM1政策の転換と

｢維営権」{illiml:連動の腱開，それにともなう労働巡動の

分裂と後退，サンフランシスコ体制成立'11における労働

運動の戦ljil性の回復，そして賃金決定機概としての春闘

方式の開始と三井三池争議における「職場闘争」型組織

づくり路線の挫折にいたるまでの約’５年間の時期を扱

視点を|)IJlえて労IIiIMl介述動の足跡を分｜Ii考察している］

なかんずく，今'１にいたるまで一＃(して労Ｉｌｌｉｌｌ組合の支ｈＵ

的形態としての位臘を占めてきた企業別組合を軸とし

て，その機能のあり〃のIwi移に照螂をあわせて検討しよ

うとする。

（２）本論文の内容要旨

まず，「序章」に拓いて,術者はイミ論文の「'１１１題関心の

所在」「分析視角」「櫛成」について言及している。１１本

経済を支えるJfIIXi的要因としての「１１本的労Il111U係」を

めぐっては，それを構成する終身歴川制，年功ilill度，企

業別組合，企漿|ﾉlの社会的規範等に対して，内外の評Ⅱ''ｉ

が両極化されてうず巻いているのが今日の状況である。

特に企瀧別組合に対しては，内部労働市場に立脚し，し

かも資本主義が,闘度化した現段階にもっとも適合する

｢日本型企業別労llll組合」の「賛美論」とそれに対極す

る企業別組合「脱皮論」が展開されている。

（１１万，論者の故IIJ韓国においては，１９８０年１２月の労

働法制の大幅改定，１９８７年労働組合法の改定，そして

韓国経済の急速な高度成長の後に，最近では労働組合jMi

動の激化と共に蝉国の労使関係の制度化のありようが大

きな問題関心となってきている。従って，韓国側からも

｢日本的Uill)労使関係」に熱いまなざしがＩｉｒｌけられる．

しかし，論者は「Ｈ木型労使関係」の韓国社会への「移

植｣に関して次のような''１１題提起をする．すなわち，「…

…社会的条I/|:の雄異を無視した頬絡l'ﾙな労'911則係flill度あ

るいは慣行の「移植」は，かえって労使関係の緊張1墜を

高め，ド'２会的統合の次元においても，逆機能的作用をお

よぽしかねない」とする（５頁)。

そこで，論者は自らの問題関心を次のように展開しよ

うとする。「１１本的労使関係」や「企業別組合」をめぐる

急いだ結論づけや安易な「移植論」「排斥論」にくみせ

ず，「労働組行の組織形態とⅢそれが現実の労使llM係に

おいて実質的に果たしている機能とは，楯のおの別'''０１の

問題」であり，「｢健全な労使関係」と「労働組合運動の

危機ｊが同時に１１Ｉばれている現実」をir〔視するところか

ら問題が構成される。戦後日本の労使関係のIlill度化過程

において労働組合が果たした組合機能を歴史的に，しか

も極めて丹念にIlj考察しようという意図がそこにある。

戦後１１イミにおける労使関係の展開を通勤過稗を軸に企業

別組合の生成とその諸lllj題を史的に分析しようとする。

論者は，「本論の,il料題は，戦後日水における労使関係の

制度化過程を，今日にいたるまで－興して労働組合の支

配的形態としての位置を占めてきた企業別組合を軸とし

てその機能のあり方の推移に照準をあわせて検討して柔



っている。

論者は労働組合機能に焦点をあてて労使関係のfIilll度化

過程を考察していくうえで,先の労働組合の行為志向性

に基づく分析概念装置に加えて巨視的な観点から運動

過程が展開する「場」の概念を導入している。労Ｉｌｉｌ１運動

の「場」における諸要因の力動的作１１１力とそのi栃光条件

についての動態的分析という肌味深い分析が腱'１１１され

る。本論文を通じて「場」の雄本的な力動的作)|}因とし

て設定されているのは，(1)ＧＨＱの占領政策・行政権

力，(2)経営，(3)労働組合，の３つであり，しわぱそうし

た諸要因の力動が作用する巨視的な「場」において戦後

日本の労Mi11組合がどのような行為志向性を選び取Ｉ)，あ

るいは，どのような行為志向性へと余儀なくされていっ

たのかを，労働組合機能論という視点から再検討しよう

とするのが本論の基本的な分析枠組率といえる。第１章

は，そうした分析枠組みに従って，まず「場」の誘発条

件としての戦後日本の非砺事化・民主化を篭iilililとｌに

ＧＨＱの初期対日占領政策，その一環としての労働運動

助長政策，すなわち，労働基本権の保障をはじめ労働運

動の活性化のための積極的な助長策についての検討から

考察が開始される。戦後初期におけるＧＨＱ対Ⅱ占領政

策による労Mij運動助長政策，更に「助長」から「抑iljll」

へのＧＨＱの労働政策の転換，労働組合による企業外在

的・蚕食的組合主義の追求．そして，企業内在的組合主

義への転回と蚕食的組合主義の挫折，経営側による経営

権確立運動と企業内在的取引的組合主義への方lf1jづけ，

という激しいダイナミズムの展開を兎Ⅲ]に跡づけてい

る。読売争議，電産争議，臘産争議１９５２年イト識，Ⅱ産

争議，春闘モデルの形成と１９５７．５９年の鉄鋼争議，そ

して三井三池争議などの主要労働争議をとりあげて，労

使間の緊張や対立，衝突の具体的な動きを中心に，それ

ぞれの運励局面における労I1liM川合機能のあり方の変化と

それが労使関係の制度的枠ﾙ(lJkのなかにどのように具体

化されていったのかを究明している。

第２章「高度成長期鉄鋼大手における能力主義的管理

体制の編成と労働組合」は，戦後日本経済における１９５５

年以降の急激な高度成長下のもとで産業構造の〕li化学工

業化の主IIillI的役割を担った鉄鋼業の労使関係の展lllに焦

点があてられている。

本章は，労働生産性の上昇を軸とした高度成長'01にお

ける日本鉄鋼業の未曽有の発展の経済的条件の実現は，

他方で生産への労働者の効率的動員を可能にする，企業

経営の基底・生産現場における「能力主義的競争秩序」

の構築や安定的で協調的な労使関係の存在という「社会

的」条件を前提あるいは媒介なくしては実現不可能であ

ったという問題関心から，八幡製鉄・富士製鉄（新ロ

鉄)，日本鋼管，住友金属，神戸製鋼，川崎製鉄などの

鉄鋼大手に範例を求めて，高度成長期の民間製造大企業

における能力主義的管理体制の編成過程と労働組合機能

の取引的組合主義への純化過程が検討されている。

論者によれば，「能力=11鑓的管理体制とは，……企業

経営の目標を労働者自らのｕ標として受けとめさせ，か

つその実現をめざして労働者同士（相互）を競争にかり

たてるメカニズムの総体を意味する」（193頁）もので

ある。具体的にはⅢ(1)生産点における作業長iljll度，(2)昇

進・昇給をめぐる長期の競争に労|動者をかりたてる方策

としての職能資格制度，（８）「目標管理」「ＱＣサークル」

など，いわゆる「自主管理運動｣，(4)要員合理化や労働

時間の濃密化を基礎として４組３交替制への勤務体制の

変更，（５）「要員合蝿化成果還元絵」制度，を順にとりあ

げて検討を加え，経営による能力主義的管jMl体制への編

成過程と労働組合機能における取引的組合主義への誘

導・純化過程を詳細に分析している。本章を通じて，論

者は．鉄鋼業における労使関係の事例をとりあげなが

ら，企業経営による能力主義的競争秩序の柵築ととも

に，企業内在的取引的組合主義の志向性と合Hll化の成果

還元を重視する運動路線は「高度成長期を通じて，労働

をたんなる賃金取得の機会としか認めようとしない手段

主義的労働志向への労働者意識の趨勢的基調と相まっ

て．硴実に定着していったように思われる」（262頁）と

する1,1)緋を導く。

第３竜の「低成長'111における雇用調整をめぐる労使関

係」においては，日本経済の基調が低成長局面へと変化

した状況下で，最大の争点としてクローズアップされた

唾川,凋整をめぐる労使関係の実態を通して重I営業大経営

における労働組合の存在意栽Ⅲすなわち企業内労使関係

における労働組合機能のあり方を明らかにしていくこと

を課題としている。

ここでは．企業経営合理化における「減量経営」にと

もなう雇用調整の問題に焦点があてられる。「減量経営」

にともなう雁用調整は！(1)企業の雇用政策の朧準が，高

度成長lM1におけるような将来の生産拡張にlWjえての労働

力の最大限確保から，減産体制下での最小限労働力の確

保へと変更されたことにともなう「過剰労働力（redun-

dancy)」の排除と，(2)企業内に残留した労働力をもっと

も弾力的・能力主義的に活)『jする，という２つの側面を

もつことに言及して（275頁)，具体的にはⅢI1jl1調整の

概況とメカニズム，「終身lffI用」と大企業労働者の意識



われわれ審査員は，「戦後日本における労使関係の制

度化過程」と題された金勲君の論文に対して，まず，次

のような積極的な評IIIliをしたい。

ｌ）金君の問題設定とそれに対する-1（しと研究考

察。日本の労働組合が形態的にみれば，王に企業別であ

ること､そしていくどかの経済的危機を乗り越えて今日

の緬掛発展を担っ/こ労'1鵬l[合組織であること－これら

を労使１１M係の中でどのように解釈し位liMHづけるかは，今

後の社会主義体制をも含めて広い産業生産システムを考

えるうえで，重要な１１１]題である。日本の企業別組合は発

展したlJi1i業社会の労使|Nil係システムとしてどのように評

Illliされるのか，金君の１１１兜もこの重要な現代的課題に結

びついている。

企ｲ|の論文は，以上の問題について，占領行政下，ｉ;Ｍ１

和条約以後，高度成隆期，オイル・ショック期，低hlii艮

期，というIをい期間にわたって日４:の''１１後Ｉ'二会の重要な

発展lhilHiの労使関係をとi)あげ，それぞれの段階におけ

る重鰹な労使問題を詳細に掘り起こして，企業別組合が

その機能としてどのような役割を演じたかを考察したも

のである。得られた結愉は，戦後の労働組合の発展過程

を，その機能的特徴として↑労使対立il9な査食型から維

済的な取引型に位相変化・定着してくる過程として位lrt

づけていること，企業別組合とその連動が自らに関わる

終身雁川に結びつく雁用調整機能には強く反応するが．

綴営による労働肴の選別・棄民化やリスクの下方転化に

は意外に反応しないこと，企業別組合は「企業内在的；１１

台」として，企業合理化の円滑剤的機能をもつ労使関係

システムであるということである。単なる歴史的祖述で

なく，ノノ|則係を場とする労使関係における労働組合の機

能的視点から，－１'Ｉした考察を展開している点で秀れた

ものである。

２）分析視角に黙る意欲的な誠ム。戦後I｣ｲxにおける

労使関係の制度化過程を考察していくうえで，金君が労

Nil)組合機能論の視角から採用している分析枠組孝装|'t・

分析川典は，ひとつは労働iiill合運動の行為志向性からi没

定された「企業外在的組合主義と企業Iﾉl在的組合主義｣，

｢蚕食的組合主義と取り|的組合主義」の頑ＪｌＩ・位相であ

り，更にふたつには労使関係をめぐる労|iii組合運動過紐

における「場」および「場の誘発条件」という概めて動

態''１９な｣鋤ilIli・歴史的状況の設定を誠ゑていることであ

る。労働組合機能論のii2米の研究を踏まえつつ，金君ロ

身の問題意識にもとづいてこのような分析視角，分析概

念装慨を大胆に創意ｒ失して発展的に活111．分析・展開

していることは高くijWIIliされる。

構造,労働組合と雇用保障，事例としての新１１鉄釜ｉｉの

｢,'１１，１生産lwi造合理化」問題などをとりあげて考察して

いる。特に労働組合と雇Ｎ１保lMliをとりあげたところで

は，雇用関係の社会的性格として，日本の企業別組合に

おける「企業契約主義」と欧米における「職務契約主義」

という類咽設定をして，その雁史的社会的背景から説き

起こして考察を識JAて，「'二'イ鳶の労I1liI者が……商い企堆

意識を示しまた，与えられた機械や設備に対しても，

｢日1芒管理活動』にみられるように，生産能率の向上に

繋がる機械や識Ｍ１の改善，品質・歩留の向上，原単位の

低減等々に創意兀夫を働かせつつ，あたかも技術者や管

服者のごとき意識をもって仕事にあたるのも基本的には

|霞用関係が「企業契約主義」に雄づいているからである

と理解しうる」（295頁）としているのは興味深い・

論者は，戦後Ⅱイミの低成１２期における民間大企某労使

の行動特性と殿)'1保障に関する企柴別組合の機1指のあり

方を検討したうえで，(1)ﾉ〈企業を||]心とした雇IIIii1IiMlIfの

メカニズムには終身雇用体制の堅持という立場からの

｢企業による雇用保障の論理」と「リスクの下方i伝化の論

理」が強く作)Ⅱしていること（351頁)，(2)企業別組合

の雇用保障機能のあり方におけるjlH動路線は，実質的に

合理化による「成果配分｣(＝技術革新一高生産性一高利

潤一雇用・労働条件の向上）政策への順応，合理化実施

後の紛争の発生を未然に防ぎ，合理化を円滑に進めるた

めに機能している(ｌＩｌｌ面が強く，企業内在的組合lijiGの性

向が強いこと，そして，(3)企業ﾄﾞ|:会にﾀﾄ在的な独121の労

働者文化の形成が著しく未熟であること，を指摘して水

草を結んでいる。

最後に「結章」では「総括」として，以上，序噴，第

１章，第２章，第３章の内容嘆旨を簡潔に明らかにして

きたように，各琿の埜本的論点とそれらについての検討

を再度整理して，戦後日本の労働述動史の足跡を労働組

合機能という視点から冷厳に見据えようとしている。戦

後日本の労MIIlM係の制度化過程にゑる労働運動の「場」

における力動的な作用関係のもとで，労働組合職能がIlik

後初期の企業外在的・蚕食的志lfl性が，労働政策の「助

長」策から介入的「抑制」策のもとでいか}こして企業|ﾉＬｊ

在的．取引主義的で協調主義的な志向性へと転１，'し，更

に高度成長lU1において企業別組合の企1業内在的・取りｆ１ｉ

猛が定着していったのかをﾘ]らかにし，そしてその後の

低成長期における企業別組合のもつ企業内在的．取引主

義的志向性の根強さを再確認することで結章としてい

る。

（３）本論文の評lIUiと課題



き，更に労働組合の内部的な組織（執行部，役員選出，

搬成，活動，組合員の具体的な活動や意識など）との関

連が，相互に必ずしも全章をlTいて一質して動態的に分

析がⅢⅡえられていない。これら三者の関連をもう少し掘

り下げて考察を腱[ｌＩｊしていけば，より動態的で説得的な

分析になったのではないだろうか。

分析視覚，分析111典としている蚕食型と取引型，企業

ﾀﾄ在｣''1と企業内在1Mの頬H1設定をめぐっては，類型・位

相設定に至る背景やそのﾉﾉ法諭にももう少し言及される

べきであり，またその際に二分法に限らずそれらの中間

の型なども考慮されるかもしれないのである。更に，労

働組合論のうえでは，しばしば)|川らｵしている「企業別

組合」と「企業内組合」という)'１語の概念使用上の予め

の検討も極めて愈喫なことであり．同様に「場」や「労

働者文化」等の用語についても，もう少し明確な定義を

なしたうえで，活用していくことが望まれる。また，資

料・文献の扱いにおいても一次資料や二次資料等の差

異や使用上の検討にも注意することも大切である。

今後とも自らの力17kと－１繭の研讃とによって，更に研

究を深め，ますます発展させ，国際的な比較研究をも展

開していくことを101侍するものである。

（４）紬倫

以上jlL/こように論じ足りない，いくつかのllfl題点，今

後の課題も存しているとはいえ，金勲君の提出した木論

文は，全体として労'1111組合述動論，特に労働組合磯能論

に焦点をあてて戦後日本の労使関係の歴史的展開を明ら

かにした意欲的な，しかも秀れた研究論文であると評価

されるものであり，ひとりの自立の研究者としての力量

を十分に示すものである。よって，われわれ審査員は，

金勲君に社会学博士（慶腱旋塾大学）（課程博士）の学位

を授与することが適､'1である，と判断するものである。

社会学博士

乙第2272号伊藤ｌＭｉ－

ヴィデオ映像を用いた対人認

知に関する基礎的研究

〔論文審査担当者〕

主査｜償「Ⅱ仁（慶MK義塾大学文学部教授

社会学lⅢ究科委員

文学博士）

副査岩男寿美子（慶應義塾大学新聞研究所教授

社会学研究科委員

Ｐ１１．，.）

３）分析対象および資料・文献。金君の論文は，労働

組合の組織と機能とを，分離してではなく，統合的に理

解して労働組合とその運動を評Illliしていること，個別的

な事例をバラバラにではなくZ1i襲な労働争議，広い事例

に目を向けて総合的な分析・評Illliを試寒ている』鉄鋼大

手などの労使関係の'１W造や伽''１暁の現実，ｌ雁史の分析にＤＩＩ

えて，企業内少数派ﾎﾟ'１合，労Ilil者管理論，労働者文化論

など従来の研究者によってもまだマイナーな位|綴しか付

与されていないN１１題にも，きちんとⅡを向けていること

は注目される。更に，金君はこの楡文で実に数多くの文

献・資料を広く渉猟しており詳細にわたる検討と紹介を

試ゑていることも特記しておくべきことであろう。

４）金勲君の真撃な研究態度と研究努力。金君がこれ

童でになした論文等の研究業績は必ずしも多くない。（１）

｢３．１運動の社会学的塚察一Ｎ・ルスメルサーの集合

行動論を軸として－」（『延世社会学」１９７７年，第２号)，

(2)「Ｅ・デュルケームの産業社会認識一道徳的IMj人主義

を中心に－」（廷|此入学大学院論文，１９８２年)）(3)「1920

年代植民地朝鮮における民族脂義と社会主義~その分裂

と対立の位相一」（国際基督教大学院修士論文｡1984年)，

(4)「紹介と批評；Ｒ・Bealj，Comparativelndustrial

Relatlons：AnlntroductiolltoCr()ss-NationalPe1--

spectives，1985,261ｐｐ.」（|｢法学研究』１９８７年３月)，

(5)訳出・「階級形成と社会的11j生産」（Ｊ・ペルティソグ・

他「国際比較調査の諸問題一社会科学における国際比

較一」の第４章，１９８８年）などがこれまでの研究業績

であり，そして今回の本論文も母国韓国における労働組

合運動の現状や動向を視野に入れつつ戦後日本の労使

関係，労働組合運動に関するもので．金君は主として社

会運動，労働運動を中心に少しずつ真撃に研究を進めて

きたといえる。特に外lIil人留学生にとっての日本での研

究環境はいまだに恵まれたものとはいえず，Ｈ本語によ

る博士論文作成作業も決して易しいものではないと考え

る。こうした困難にもかかわらず，870字で380余頁に

およぶ内容のある立派な論文をｉｊＩき上げた金君の研究努

力も大いに評Ｉｌｌｌｉしたい。

もちろん，いくつかのl111llIJ点も今後のijlILlilEとして指摘

しておかなければならない。

ツナ使関係のflill度化過程における'〃liiI組合機能の解UⅡと

いう本論文の｢'１心的な｢1111週設定においては，労働組合の

役割・機能が現実的に労使の力関係により規定されてく

るという指摘は適切ではあるが，労働組合，労働組合機

能に視点が注がれ過ぎて，労使関係における労働組合の

動きに対する使用者lUl']･経営管理渇側の支配・管理の動


